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感染症や⾷中毒の予防は、⽇頃から感染症に関する知識の習得と感染した場合の適切な初期対
応が求められます。そのため、朝霧野外活動センター（以下「センター」という）では、常に利
⽤者の健康や危機管理に⾼い意識を持ち、感染者発⽣時には最悪の事態を想定して対策を講じて
いかなければなりません。 

本マニュアルでは、平常時の対応や万が⼀感染症が発⽣した場合の感染者の隔離、嘔吐物等の
適切で迅速な処理⽅法など、職員や⼊所者がとるべき⾏動を⽰しています。 

センターでは、本マニュアルに基づき、⽇々の衛⽣管理の徹底や施設利⽤者の安全・安⼼の確
保に努めます。 

1 発熱を伴う⾵邪の症状がある⼈への対応 
(1) ⼊所時、就寝前、起床時当時実施する健康チェック等において発熱を伴う⾵邪の症状があ

る⼈（以下「体調不良者」という）がいた場合は、速やかに所員へ報告してください。 
(2) 体調不良者を、多⽬的室(316 号室)等、所員が指⽰する場所へ移動し、他の⼈から隔離し

て休養させてください。 

(3) 体調不良者が未成年者の場合は、保護者に連絡してください 
(4) 体調不良者をできるだけ速やかに退所させてください。 
(5) 退所までは、体調不良者を他の利⽤者と接触させないようにしてください。そのため、体

調不良者に対応する⼈を団体の中で 1 ⼈決め、そのほかの⼈は接触しないようにしてくだ
さい。 

(6) 退所後に体調不良者の新型コロナウイルス感染症の陽性反応⼜はインフルエンザへの感染
等が確認された場合、速やかにセンターにお知らせください。 

2 嘔吐した⼈が発⽣した場合の対応 
感染症や⾷中毒等の集団発⽣をいち早く察知し、以後の拡⼤を最⼩限に⾷い⽌めることは⾮

常に重要です。 

(1) 嘔吐した⼈への対応 

1)  利⽤団体の責任者は、嘔吐した⼈が発⽣した場合、その都度、直ちにセンターに報告し
てください。夜間であっても同様です。 

2)  所員は、利⽤団体から嘔吐した⼈の発⽣について報告を受けたら、「利⽤者の体調把握
のための調査⽤紙」(P10 様式 2)を⽤いて嘔吐した⼈の詳しい状態について把握します。 

3)  嘔吐した⼈を、多⽬的室(316 号室)等、所員が指⽰する場所へ移動し、他の⼈から隔離
して休養させてください。 

体調不良者は、発⽣状況により次のとおり別室に収容します。 
〇２⼈までは、316号室に収容します。 
〇３⼈⽬以降は、団体ごとに空いている宿泊室に収容します。（各室６⼈まで） 
〇宿泊室がなくなったら和室に収容します。(20⼈まで) 
※既に使⽤しているシーツがある場合、収容先でもそのシーツを使⽤してください。 
※新しいシーツも提供できますが、その分のシーツ代を徴収いたします。 
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4)  体調不良者が未成年者の場合は、保護者に連絡してください 
5)  利⽤団体の責任者は、嘔吐した⼈を病院（夜間、休⽇及び祝⽇は富⼠宮市救急医療セン

ター）へ搬送し、診察を受けさせてください。各医療機関には、出発前に所員が連絡しま
す。 

6)  利⽤団体の責任者は、医師の診断に基づき、⼊院⼜は帰宅（発症者の保護者に迎えを依
頼）、センターに戻って静養させる等の対応を決めてください。発症した⼈が未成年者の
場合は、医療機関を受診する前及び診察後の対応を決める際に必ず保護者に連絡し、協議
した上で対応を決めてください。また、対応が決まったら、速やかにその内容をセンター
に報告してください。 

(2) センターの対応 

1)  嘔吐物等の処理及び消毒は、ア〜オのとおりセンターが⾏います。 
ア センターは、次亜塩素酸ナトリウム⽔溶液等の消毒剤その他消毒に必要な資材を準備

し、嘔吐物を適切に処理します。 
イ 汚染範囲を特定するため、利⽤団体に嘔吐した⼈や周囲にいた⼈に嘔吐等前後の⾏動

などのヒアリングを依頼し、消毒範囲を設定します。 
ウ 消毒範囲に⼈が出⼊りしないよう、ロープや張り紙等を⽤いて区画します。 
エ 嘔吐物の処理中及び処理後、必要となる部屋等の換気を⾏います。 
オ 処理した嘔吐物等や汚染された寝具類等（布団、座布団、カーテン等）はビニール袋

に⼊れて２重に密封し、プロパン庫横の⽤具保管庫（常時施錠）に保管します。 
2)  センターは、打合せ時及び⾷事の配膳時等を活⽤して健康チェック表等(様式 1,2)に基
づき、各利⽤団体と体調不良者の情報を共有します。 

3)  センターは、嘔吐等の情報を⼊⼿したときは速やかに他の利⽤団体の責任者に情報提
供し、利⽤者の健康観察と嘔吐発⽣時の報告について再確認します。 

4)  所員（宿直者）は、嘔吐等を発症した者が出た場合は以下の要領で速やかに報告します。  
ア 1 ⼈でも嘔吐した⼈がいたら、直ちに事業課⻑及び⾷堂部業者に報告します。 
イ 新たに嘔吐した⼈が確認される毎に同様に報告します。 

体調不良者は、発⽣状況により次のとおり別室に収容します。 
〇２⼈までは、３１６号室に収容します。 
〇３⼈⽬以降は、団体ごとに空いている宿泊室に収容します。（各室６⼈まで） 
〇宿泊室がなくなったら和室に収容します。(２０⼈まで) 
※既に使⽤しているシーツがある場合、移動先でもそのシーツを使⽤してください。 
※新しいシーツも提供できますが、その分のシーツ代を徴収いたします。 

【感染性胃腸炎の集団発⽣を疑うポイント】 
〇1 ⼈でも嘔吐した⼈がいたら、感染性胃腸炎の感染を疑う。 
〇同じ利⽤団体で、⼀定の時間に同⼀症状の⼈が散発的に発⽣する。 
〇違う利⽤団体で、同⼀症状の⼈が散発的に発⽣する。 
〇就寝中にもかかわらず、突然嘔吐や下痢の症状を呈する⼈が複数発⽣する。 

発症者が増え、利⽤団体の緊急⾞両による搬送では間に合わなくなった場合や、明ら
かに症状が重篤であり、緊急を要すると職員が判断した場合は、救急⾞の出動を要請
します。その場合、センターは、救急⾞の出動要請を⾏ったことについて、社会教育
課に速やかに報告します。 
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5)  事業課⻑は、所員(宿直者)より嘔吐した⼈が出たことについて報告を受けたら、速やか
に所⻑及び副所⻑に報告します。 

6)  所⻑は、感染性胃腸炎の集団発⽣が起きていると判断した段階で「安全対策本部」を
設置するとともに、速やかに富⼠保健所及び社会教育課に報告します。夜間の場合に限り、
富⼠保健所への報告は翌⽇午前８時以降とします。 

7)  所⻑は、救急⾞の出動を要請した場合に、速やかに社会教育課に報告します。 

8)  同⼀利⽤団体内で複数の嘔吐した⼈が発⽣した場合や、複数の団体で同時期に発症者
が発⽣した場合、利⽤中の各利⽤団体の責任者を集めて状況を報告するとともに、感染拡
⼤の防⽌に向けた対応の協⼒を求めます。 
9)  感染性胃腸炎が集団発⽣している場合、施設の閉鎖を視野に⼊れ、各利⽤団体に研修

予定の変更や切り上げ等の対応を求めます。 
10)  現状を正しく把握し、適切な判断を下すことができるよう、定期的に各利⽤団体の責
任者を集め、施設からの状況説明及び対応状況の説明を⾏い、各利⽤団体からも利⽤者の
体調について報告してもらい、全体で情報共有を図ります。 

3 感染拡⼤防⽌の対策 
(1) 安全対策本部の設置 

所⻑は、嘔吐した⼈が確認された時点で感染性胃腸炎の発⽣を疑い、複数発⽣したら感染
性胃腸炎の集団発⽣を前提として対応するため、安全対策本部を設置します。 

(2) 所員の招集 

発熱や嘔吐した⼈が増加傾向にある場合は、所員を緊急招集して対応します。 

(3) 感染経路の特定と利⽤者導線の制限 

1)  感染経路を特定するため、次の情報を集約し共通点等について確認します。 
発症時間、発症場所（宿泊室名）、利⽤団体(班・性別)、症状（嘔吐、下痢、発熱等）、
活動内容、その他参考事項（利⽤団体や家族内での流⾏状況等を健康チェック表等(様
式 1,2)で確認） 

2)  センターは、全てのトイレや⼿洗い場の消毒を開始する。以後、できる限りこまめに消
毒を繰り返します。 

⾷堂責任者【時間外】⾷堂責任者の携帯電話 
社会教育課     ０５４−２２１−３７０３ 

【時間外】⻘少年育成班⻑の携帯電話 

富⼠保健所(衛⽣薬務課) ０５４５−６５−２１５３ 

【同⼀症状の発症者が２⼈に達した場合】 
・所⻑、副所⻑及び事業課⻑は可能な限り出勤する。 
・勤務時間内は、勤務している所員を事務室に招集する。 
・勤務時間外は、所員を１⼈以上招集する。 

【同⼀症状の発症者が同⼀の利⽤団体内で３⼈に達するか、複数団体でそれぞれ２⼈
以上に達した場合】 

・所員全員を招集する。 
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3)  センターは、利⽤者の動線を制限して、発症者とその他の利⽤者との接触をできる限り
避けます。トイレは可能な限り発症者が使う場所とその他の利⽤者が使う場所を分けます。 

4)  利⽤団体は、感染性胃腸炎が疑われる嘔吐等の発症者が確認された時点で参加者に対し、
トイレ利⽤時等の⼿洗いの徹底と必要に応じマスクの着⽤を指⽰します。 

5)  利⽤団体の責任者は、発症者の対応をする⼈、その他の利⽤者の対応をする⼈、施設と
の連絡調整をする⼈と役割を分け、引率者を介した感染拡⼤防⽌に努めます。 

(4) 施設の消毒 

センターは、利⽤者が⼿を触れる可能性がある場所(各所⽔栓、ドアノブ、⼿すり、照明
及びエレベーターのスイッチ、椅⼦及びテーブル等の什器等)の消毒を、できる限り頻繁に
実施します。消毒は、次亜塩素酸ナトリウム⽔溶液⼜は⾼濃度アルコールを使⽤します。 

(5) ⾷堂運営事業者の対応 

1)  所員から嘔吐した⼈が確認されたと連絡を受けた場合、⾷堂部責任者は速やかに運営事
業者の地区マネージャー及び安全衛⽣担当者に報告します。 

2)  ⾷中毒が疑わしい症状が発⽣している場合、⾷堂責任者から報告を受けた地区マネージ
ャー及び安全衛⽣担当者は、現地⼊りして状況を把握し現場への指⽰を担当します。 

3)  ⾷堂運営業者は、必要に応じ社内に緊急対策本部を設置します。 
4)  ⾷堂が原因でないことが明⽩な場合は、⾷堂及び厨房内を運営事業者が定める社内マニ

ュアルに沿って消毒してから、⾷事の提供を継続します。この場合、嘔吐した⼈及びその
介護者には⾷堂以外の場所で⾷事を提供します。またこの際、汚染⾷器は消毒液につけ込
むとともに、⾷事提供の場合は、⾷器は使い捨て(⽫、弁当パック等)⾷器を使⽤します。
なお、⾷事の運搬・回収は、嘔吐した⼈及びその介護者以外の⽅が⾏うものとします。 

5)  ⾷堂が原因である可能性がある場合、⾷堂部は⾃主的に以後の⾷事提供を⽌め、代替の
⾷事の⼿配を準備します。利⽤団体が代替⾷の提供を希望する場合、その⼿配にかかる経
費は通常の料⾦の範囲内で利⽤団体に負担を求め、それを超える分については⾷堂運営事
業者の負担とします。 

6)  ⾷堂運営事業者は、保健所⽴⼊検査に向け書類作成等の準備を進めます。 
7)  ⾷堂運営事業者は、センターと発症者の症状の確認を含めた現状を確認して、運営業者
側の緊急対応、緊急の⾷事供給体制、献⽴の提案及び所轄⾏政機関等への連絡について速
やかに協議します。 

(6) 利⽤団体の活動計画変更対応 

1)  センターは、嘔吐した⼈が発⽣した利⽤団体の活動計画について、団体の状況に合わせ
て変更できるよう、相談等に応じ、柔軟に対応します。 

2)  各利⽤団体に研修計画の変更について対応する担当所員を付けます。 
3)  センターは、嘔吐した⼈がいる団体に対して、次の点について要請します。 

ア 発症者の発⽣が継続する傾向である場合は感染性胃腸炎の集団感染が発⽣していると
考え、利⽤団体の責任者は直ちに活動を打ち切るとともに以後の予定を組み直し、でき
る限り速やかに退所できるようにする事。その場合、退所は交通⼿段等の⼿配の都合に
合わせる。 

イ 利⽤者を⼀箇所に集めず、各宿泊室に待機させて他者との接触の機会を極⼒減らす事。
トイレ以外の⽤事では宿泊室から出さない。⽔分補給は、各宿泊室の⽔道を使⽤する。 
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ウ ⾷事を各宿泊室で取る場合、⾷事の運搬・部屋への配膳は、センター職員が利⽤団体
の指導者とともに⾏い、⾷事を提供するための⾷器は使い捨て(弁当パック)容器を使⽤
する。 

4) センターは、嘔吐した⼈がいない同⽇利⽤の団体に対して、次の点について要請します。 
ア 利⽤者の健康状態について継続評価を⾏う事。 
イ 嘔吐した⼈がいる団体との接触を避ける事。動線を制限し、利⽤できるトイレを限定

する事。 
ウ 活動前に全員の体調を確認することを条件に、活動内容・範囲等を縮⼩するなどの⾒
直した上で認める。ただし、発症者と同様の症状を訴える等の体調不良者が出た場合は、
直ちに活動を中⽌する事。 
エ 発症者の増加の状況により、施設が閉鎖となる可能性がある。その場合は研修を中⽌

して退所してもらう事。 
オ ⾷事は各宿泊室で取る事。 

(7) 利⽤予定団体への対応 

1)  所⻑は、新型コロナウイルス感染症や感染性胃腸炎等の集団発⽣が起きている可能性が
⾼いと判断したら、利⽤団体の受⼊れを⼀時的に制限⼜は中⽌します。 

2)  センターは、利⽤団体の受⼊れの⼀時的な制限⼜は停⽌が決定したら、⼊所前の利⽤予
定団体の責任者に速やかに連絡し、状況を説明するとともに、計画の変更を要請します。
夜間の場合は、担当者の携帯電話や⾃宅に連絡します。 

3)  ⼊所前の利⽤予定団体が計画を変更する場合は、受⼊担当所員が中⼼となって必要な⽀
援を⾏います。 

4)  感染性胃腸炎の集団発⽣が起きていると判断した場合、汚染されている可能性のある施
設には、新たな利⽤者の⽴ち⼊りを禁⽌します。 

5)  ⼊所前に利⽤予定団体が、計画の変更の結果、施設外で実施する野外活動や他施設の提
供する酪農体験等のプログラムを実施する場合、それに必要な⽀援を⾏います。この場合、
必要に応じて⼀時的な滞留場所として、汚染されていないことが確認できる場所（キャン
プ場の各サイト広場、野外炊飯棟及びキャンプセンター棟）と駐⾞場に限り提供します。 

(8) 退所後の利⽤者へのフォローアップ 

施設滞在中の感染が疑われた事例は、センターとして利⽤団体や教育委員会その他関係機
関にその後の経過を説明し、次回の利⽤について理解してもらうよう努めます。また、全体
像を把握し、その後の取材に対応することや今後の対策に反映させていくことも⼤切です。 
1)  センターは、退所後の発症者の発⽣状況、容態、学級閉鎖等の状況について、利⽤団体

に対し発症者全員が回復するまでの間毎⽇１回、定期的に状況提供するよう依頼します。 
2)  前記で得られた情報を、当⽇15時までに社会教育課に報告します。 
3)  利⽤団体や教育委員会その他関係機関を必要に応じて訪問し、その後の経過や状況を説
明します。 

4 受⼊れ再開までの対応 
受⼊れ再開までの対応は、施設の汚染の状況や⾏政処分の状況などにより異なりますが、
衛⽣的で適切な利⽤体制が整うことが再開の条件となります。 
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(1) ⾷中毒が原因でなかった場合 

1)  発熱を伴う⾵邪の症状を呈する利⽤者が集団発⽣した後は、その団体の退所後、職員に
よる施設の消毒作業が完了した時点で、所⻑が受⼊れを再開します。 

2)  感染性胃腸炎が集団発⽣し、その後保健所より、センターの⾷堂が原因である⾷中毒で
はなかったと確認されたら、職員による施設の消毒作業が完了した時点で、所⻑が受⼊れ
を再開します。 

3)  寝具類の消毒が必要な場合は、専⾨業者に依頼します。 

(2) ⾷中毒が原因だった場合 

1)  保健所から、⾷堂が原因の⾷中毒と断定された場合、保健所からの業務禁⽌命令を受け、
⾷堂の営業を停⽌します。営業再開に関する対応は保健所の指⽰に基づき実施します。 

2)  センターは、必要に応じ消毒の範囲等について保健所や⾷堂運営事業者と協議の上、施
設の消毒を専⾨業者に依頼します。 

3)  ⼀連の対応を分析し、問題点や課題を洗い出し、必要に応じマニュアル等の⾒直しを⾏
います。 

4)  所⻑が⾷中毒の被害にあった利⽤団体等を訪問し、再開することへの理解を得ます。 
5)  社会教育課と協議し、必要に応じ安全対策委員会の実地確認を⾏います。出された意⾒
等への対策を講じた上で、所⻑が再開時期を決定します。 

5 公表 
(1) 利⽤者の受⼊れを⼀時的に停⽌する場合 

体調不良者及び感染性胃腸炎が疑われる症状を呈する⼈等が集団発⽣している場合は、所
⻑の判断により、⼀時的に⾷堂の営業⼜は利⽤団体の受⼊れを停⽌することがあります。こ
の場合は、センターのホームページでその情報を公表します。 

(2) ⾷中毒が原因で施設を閉所する場合 

施設の汚染が著しく、保健所の指⽰により受⼊れ停⽌となった場合は、静岡県教育委員会
社会教育課とも協議し、県政記者クラブやセンターのホームページを通じて県⺠に対し受⼊
れ停⽌に関する情報を公表します。また、受⼊れ再開の⾒通しが⽴った時点で改めて受⼊れ
開始時期等の情報を公表します。 
1)  受⼊れを停⽌した場合は、県政記者クラブやセンターのホームページでその情報を公表

します。 
2)  県政記者クラブを通じての公表は社会教育課が⾏い、必要に応じ所⻑がブリーフィング

に同席します。 
3)  前記での取材（電話を含む）は所⻑⼜は副所⻑が対応します。 

6 主催事業参加者への対応 
前述の１から３の内容に準じ対応する。 
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2018.1.5 

６ 感染性胃腸炎(⾷中毒)と疑わしき症状の発⽣フローチャート 

⾷堂部 所 員 

別紙様式による調査 
①発症者の⽒名と⼈数 
②発症者の症状 
③発症⽇時 など 

医療機関へ搬送 

医師の診断（⾷中毒⼜は感染症と確定する） 

通常業務 

社会教育課へ報告 

利⽤団体指導者 

安全対策本部の設置（複数発症の場合） 
） 

家族（保護者等）へ
連絡 

治 療 （ ⼊ 院 ） 

⾷堂が原因でなかった場
合 
・社内マニュアルに沿っ

て消毒の後、⾷事を提
供 

社会教育課へ報告・受⼊再開 

●本部⻑：所⻑（副所⻑） 
 

●事業課⻑ 
本部⻑の補佐・外部対応 
※夜間の場合は応援を要請 

回復（退院） 

⾷ 堂 業 務 再 開 

⾷堂原因の可能性有りの
場合 
・⾃主的に⾷事提供⾃粛 
・代替の⾷事の⼿配準備 
・保健所に連絡し、指⽰

に従う 

利 ⽤ の 打 ち 切 り 
 

応急処置（嘔吐の場合は所員対応が基本） 

複数の場
合は救急
⾞を要請 

社会教育課へ第⼀報(深夜可) 
保健所へ第⼀報(8:00〜17:00) 

社会教育課へ報
告・受⼊停⽌ 

⾏政処分 
営業禁⽌命令 

発⽣源として特定される 

原因の排除・管理体制の⾒直し 

保健所の検査に協⼒ 
（衛⽣帳票・検便結果・
検⾷の提出） 

保健所の業務再開許可 

再開に向けて衛⽣教育実施 
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資料１ 様式1 
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資料2 様式2 
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資料 3  
感染性胃腸炎とは 

１ 病原体 
多くの細菌、ウイルス、寄⽣⾍が本疾患の起因病原体となり得る。細菌性のものでは腸炎ビブ
リオ、病原性⼤腸菌、サルモネラ、カンピロバクターなど、ウイルス性のものではSRSV、ロタ
ウイルス、腸管アデノウイルスなどが⾒られる。寄⽣⾍ではクリプトスポリジウム、アメーバ、
ランブル鞭⽑⾍などがあげられる。 

感染様式は、地域での散発、流⾏疾患としては、感染患者からの糞⼝感染、⾷品媒介感染症と
しては、汚染された⽔、⾷品からの感染である。 

２ 臨床症状 
原因となる病原体、あるいは感染様式、感染菌量、宿主の状態により異なるが、発熱、下痢、

悪⼼、嘔吐、腹痛などが⾒られる。当初発熱が先⾏し、嘔吐、下痢など腹部症状が遅れて出現す
ることもある。多種多様な病原体により起こるため、また、⾷中毒、外科的疾患、炎症性腸疾患
などを鑑別するためにも、症状、所⾒、経過、便性状、腸管外症状、患者背景、季節性、海外渡
航歴、ペットの飼育などを参考にして確定診断に繋げる。 

３ 病原診断 
病原体診断は、本疾患の治療、拡⼤防⽌を⾏う上で重要である。患者の糞便より、細菌培養

(細菌)、ウイルス分離(ウイルス)、直接検鏡(カンピロバクター、寄⽣⾍)、抗原検出(ロタウイル
ス、腸管アデノウイルス、EHEC O157 抗原、ベロ毒素)、電⼦顕微鏡(SRSV)、PCR(ノロウイ
ルス、サポウイルス)を⾏うことにより、病原体を推定・同定する。腸管出⾎性⼤腸菌では、ベ
ロ毒素やリポ多糖体(LPS)に対する⾎清抗体を測定することによる⾎清学的診断も⽤いられる。 

４ 治療・予防 
治療は、ウイルス性のものでは対症療法が中⼼となるが、細菌性、あるいは寄⽣⾍によるもの

では病原体特異的な治療を⾏う必要がある。種々の病原体に対する特異的な予防⽅法はなく、⾷
中毒の⼀般的な予防⽅法を励⾏することと、ウイルス性のものに対しては、流⾏期の⼿洗いと患
者との濃厚な接触を避けることである。いずれの病原体においても院内、家庭内、あるいは集団
内での⼆次感染の防⽌策を考慮することが肝要である。 

また、汚染された⽔、⾷品が原因となっているものでは集団⾷中毒の⼀部を捉えていることも
考慮に⼊れ、原因を特定するために注意深い問診を⾏うことが、感染の拡⼤防⽌や広域集団発⽣
の早期探知につながる。 

 
 
 
 

 
(出典:国⽴感染症研究所ホームページ) 


